
第３０回 総合特別区域評価・調査検討会 

 

日時：平成 26年 12月 12日（金）13：00～14:45 

場所：永田町合同庁舎７階特別会議室     
 
 

○ 議事次第 
 
１ 開会 

２ 評価指標・数値目標及び評価方法の見直しの進捗について 

３ 評価方法の見直し（案）について 

４ 現地調査の実施状況について（報告） 

５ その他 
 
 

○ 資料一覧 
 

資料１     評価指標・数値目標及び評価方法の見直しスケジュール 

資料２－１   専門家評価の新旧イメージ 

資料２－２   評価基準の改定案 

資料２－３   評価結果公表イメージの改定案 

資料３     現地調査報告（未定稿） 

 

参考１－１   評価指標・数値目標の見直しについて 

参考１－２   評価方法の見直しについて 

参考１－３   総合特区の評価指標及び数値目標の見直しに関する方針 

参考２     総合特区事後評価に係る採点表 

参考３     分野別優良事例集 
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資料１

年 月

評価指標・数値目標及び評価方法の見直しスケジュール

評価方法評価指標・数値目標

９月

10月

（指定自治体） （評価・調査検討会） （評価・調査検討会）

11月

12月

１月

２月

３月

平成26年

平成27年

９月26日 評価・調査検討会において見直すことを決定

10月１日
欠席委員・専門家委員へのお知らせ

10月１日
見直しの事前連絡

10月16日
見直し方針案の意見照会

11月７日
見直し方針（確定版）の通知
及び見直し案の作成依頼

評価・調査検討会（経過報告及び評価方法見直し案の決定）

評価方法見直しのパブリックコメント
募集（１ヶ月）

指定自治体から見直し案の
回収・調整

指定自治体の見直し案に
関する専門家打合せ

様式等の確定、手引書の完成・公表

評価・調査検討会（評価指標・数値目標及び
評価方法見直しのとりまとめ）

パブリックコメントを踏まえた修正

指定自治体 認定申請
（届け出）

10月30日
見直し方針（確定版）の

確認・通知

10月24日
特区別専門家意見の送付
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評価指標（１）

数値目標（１）

進捗度 判定

○○％ 4

評価指標（２）

数値目標（２）－①

進捗度 判定

○○％ 5

評価指標（２）

数値目標（２）－②

進捗度 判定

○○％ 3

ii)　取組の方向性

数値目標

－

評価書該当箇所

進捗度（％）

■目標達成の考え方及び目標達成に向けた主な取組、関連事業
■各年度の目標設定の考え方や数値の根拠等
■進捗状況に係る自己評価及び次年度以降の取組の方向性

評価書該当箇所

進捗度（％）

■目標達成の考え方及び目標達成に向けた主な取組、関連事業
■各年度の目標設定の考え方や数値の根拠等
■進捗状況に係る自己評価及び次年度以降の取組の方向性

数値目標

○○%

ii)　取組の方向性

評価項目

分類（数値/代替/定性）

寄与度

i)　取組の進捗について
 　　（事務局にて進捗度％を転記）

数値目標

○○%

分類（数値/代替/定性）

寄与度

評価書該当箇所

進捗度（％）

■目標達成の考え方及び目標達成に向けた主な取組、関連事業
■各年度の目標設定の考え方や数値の根拠等
■進捗状況に係る自己評価及び次年度以降の取組の方向性

ii)　取組の方向性

評価項目

i)　取組の進捗について
 　　（事務局にて進捗度％を転記）

氏名：　　　　　　  　　　　　　　　　㊞

総合特区事後評価に係る採点票【正・準】

評価項目

i)　取組の進捗について
 　　（事務局にて進捗度％を転記）

分類（数値/代替/定性）

寄与度

（自治体名：事務局にて記入）

（総合特区申請名称：事務局にて記入）

グリーン・イノベーション／ライフ・イノベーション／アジア拠点化・国際物流
／観光立国・地域活性化（観光等）／観光立国・地域活性化（農林水産業）／まちづくり等

国際／地域

Ⅰ　目標に向けた取組の進捗に関する評価　（評価書　別紙１）

申請主体名

特区名

分野の類型

国際・地域の別 専門家記載欄

記入要領（案）

2



評価指標（３）

数値目標（３）

進捗度 判定

○○％ 4

評価指標（４）

数値目標（４）

進捗度 判定

評価書該当箇所

進捗度（％）

■代替指標の考え方または定性的評価
■目標達成の考え方及び目標達成に向けた主な取組、関連事業
■各年度の目標設定の考え方や数値の根拠等
■進捗状況に係る自己評価及び次年度以降の取組の方向性

評価書該当箇所

定性的評価
※数値目標の実績に代えて定性的な評価を用いる場合

■代替指標の考え方または定性的評価
■目標達成の考え方及び目標達成に向けた主な取組、関連事業
■各年度の目標設定の考え方や計画の進行管理の方法等
■進捗状況に係る自己評価及び次年度以降の取組の方向性

-

代替指標分類（数値/代替/定性）

ii)　取組の方向性

-

ii)　取組の方向性

寄与度

i)　取組の進捗について
 　　（事務局にて進捗度％を転記）

評価項目

評価項目

i)　取組の進捗について

分類（数値/代替/定性）

寄与度

定性的評価

記入要領（案）

3



判定

評価書該当箇所 評価項目 判定

総合評価

Ⅱ　支援措置の活用と地域独自の取組の状況（評価書　別紙２，３，４）

ii)　地域独自の取組の状況

税制支援の活用実績

Ⅲ　総合評価（評価書　全体）

財政支援の活用実績

別紙４．
地域独自の取組の状況及び自己評価
　■地域における財政・税制・金融上の支援措置
　■規制緩和・強化等、体制強化、関連する民間の取組
等

金融支援の活用実績

別紙３
■財政・税制・金融支援の活用実績及び自己評価（国の
支援措置に係るもの）

（注１）Ⅱ支援措置の活用と地域独自の取組の状況のうち、ⅰ）-②財政・税制・金融支援の活用実績については、活用実
績がない場合に、活用実績がないことが特区の取組に関し、特段の問題がないと判断される場合は評価しない（判定欄
を空欄とする）ことも可。

（注２）判定基準は以下により、専門家委員が5段階で評価する。
　　５：著しく優れている
　　４：十分に優れている
　　３：適当である
　　２：適当であると認めるには不十分である
　　１：適当であるとは認められない

評価書該当箇所

別紙２
■規制の特例措置を活用した事業の実績及び評価
■国との協議の結果、現時点で実現可能なことが明らか
となった措置による事業の実績及び評価

評価項目

 i)-①　規制の特例措置を活用した
　　　　 事業等の評価

 i)-②　財政・税制・金融支援の活用実績

判定に係るコメント

評価書　全体

記入要領（案）

Ⅰ及びⅡを含む

評価項目全般

4
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評価指標・数値目標の見直しの検討について 

 

１ 経緯・課題 

（１）総合特区については、これまで平成 24年度と 25年度の取組について、自治体

等が実施した自己評価に対する評価・調査検討会による評価（専門家打合せを含む）

を行ったところである。 

（２）これまでの２回にわたる評価・調査検討会の評価を踏まえ、委員や専門家から、

評価指標・数値目標については、 

①数が多すぎるため、ポイントを絞った評価ができにくいもの 

②特区事業との因果関係がわかりにくいもの 

③増加・減少を抑制する等の目標を設定しているものの、トレンドとのかい離がが

わからないため評価しにくいもの 

④複数の事業効果を単一の指標・目標のみで評価しているため、個別事業の 実施

状況が把握しにくいもの 

⑤シェアの拡大が目標となっていることから、シェアが縮小した場合の進捗が表現

しにくいもの 

等、評価指標・数値目標としての妥当性等に疑問があると思われるものが少なから

ずあるとの問題が提起された。 

（３）以上を踏まえ、今後、評価指標・数値目標の見直しの検討を行うこととしたい。 

 

２ 検討の方向 

（１）評価指標・数値目標については、「総合特別区域事後評価の手引き」において、

評価指標等の変更は原則としてできないこととされているが、自治体等におい

て改めて検討した上で、より適正な評価指標・数値目標に見直すことを可能と

する。 

（２）この際、事務局は、指定自治体の検討に資するよう、評価・調査検討会等にお

ける議論の内容（別紙を含む）について情報を提供する。 

 

３ その他 

（１）見直し後の評価は、27年度に行う 26年度評価から実施する。 

（２）見直しに当たっては、評価・調査検討会の助言を得て行う。 

参考１－１ 

第29回 総合特区評価・調査検討会提出資料 

 

 



評価方法の見直しの検討について 

 

１ 経緯・課題 

（１）総合特区については、これまで平成 24年度と 25年度の取組について、自治体

等が実施した自己評価に対する評価・調査検討会による評価（専門家打合せを含む）

を行ったところである。 

（２）これまでの２回にわたる評価・調査検討会の評価を踏まえ、委員や専門家から、

評価手法について、指標・数値目標のそれぞれについて評点とコメントを付してい

く現在の手法は、評価者の視点によっては評価結果にバラツキが多くなるきらいが

あり、何より評価項目が多すぎるため、評価者に過大な負担を強いているとの問題

が提起された。 

（３）このため、今後、評価方法の見直しの検討を行うこととしたい。 

 

２ 検討の方向 

 評価方法については、評価者はより大局的な観点から評価することを旨とし、併

せて評価の簡素化を図ることとする。  

 

３ その他 

（１）見直し後の評価は、27年度に行う 26年度評価から実施する。 

（２）見直しに当たっては、評価・調査検討会の助言を得て行う。 
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総合特区の評価指標及び数値目標の見直しに関する方針 

１ 評価指標及び数値目標の意義 

 総合特区の評価指標及び数値目標（以下「評価指標等」という。）は、特区の指定

基準である、国際戦略総合特区にあっては、総合特別区域法（以下「法」という。）

第８条第１項第２号に規定する「当該区域において産業の国際競争力の強化に資する

事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程

度寄与することが見込まれること。」、地域活性化総合特区にあっては、法第３１条

第１項第２号に規定する「当該区域において地域の活性化に資する事業を実施するこ

とにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが

見込まれること。」を客観的に判断するために設定されているものです。 

 また、指定後の特区の取組が指定基準に即した進捗となっているかを評価するため

のものでもあります。 

 したがって、申請書に記載された評価指標等を前提に特区として指定されたことを

踏まえると、安易に変更すべきものではなく、「総合特別区域事後評価の手引き」（平

成 25 年 4 月作成、26 年 1 月改定）においても、「評価指標等の変更は原則的にでき

ません。」とされているところです。 

２ 見直しの背景 

これまで、平成 24 年度と 25 年度の特区の取組について、地方公共団体等が実施し

た自己評価に対する評価・調査検討会による評価（専門家委員の打合せを含む）が行

われたところです。 

これらの評価を踏まえ、評価・調査検討会の委員や専門家委員から、評価指標等に

ついては、数が多すぎるため、ポイントを絞った評価ができにくいものや特区事業と

の関係がわかりにくいものなど、評価指標等としての妥当性に疑問があると思われる

ものが少なからずあるとの問題が提起されました。これは、当初の評価指標等は妥当

であったものの、取組開始後の状況や進捗と照らし合わせるとズレや歪みが生じてき

ているものと考えられます。 

このため、評価・調査検討会において議論いただいた結果、「総合特別区域事後評

価の手引き」において、評価指標等の変更は原則的にできないとされているものの、

改めて地方公共団体等において検討し、より適正な評価指標等に見直すことを可能と
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するとの結論が得られました。 

なお、その際、委員からは、評価指標等の見直しを可能とするとしても、単に実績

に合わせて下方修正するような見直しは認めるべきではないとの意見がありました。 

また、見直しに当たっては、評価・調査検討会の助言を得て行うとともに、事務局

は、地方公共団体等の検討に資するよう、評価・調査検討会等における議論の内容に

ついて情報を提供することとなりました。 

３ 見直しの視点 

 評価・調査検討会における議論を踏まえ、評価指標等の見直しに係る視点を整理す

るとおおむね以下のとおりです。見直しを検討する地方公共団体等においてはこれら

を踏まえて検討することが必要です。 

（１）評価指標等の数 

 評価指標等の数が、総合特区計画の目指す目標や総合特区の事業内容に対して著し

く多い場合は、類似の評価指標等を一本化する等の検討を行うこと。 

 また、１の評価指標に対して複数の数値目標又は代替指標を設定している場合は、

それぞれ優先順位を考慮しつつ３程度までに絞り込むこと。 

 他方、総合特区の全体の進捗を１の評価指標等のみで評価している場合は、主な事

業の進捗が把握できるような評価指標等を追加すること。 

（２）特区の事業と評価指標等の関係 

 例えば市民へのアンケート調査のように、特区の事業の進捗に応じて必ずしも調査

結果が変化するとは思われない数値目標を設定している場合は、できる限り特区の事

業との因果関係が認められる評価指標等に見直すこと。 

（３）増加又は減少を抑制する評価指標等 

 増加傾向又は減少傾向（トレンド）にある評価指標等について、抑制又は増加させ

る数値目標を設定している場合は、可能なかぎり数値目標と併せてトレンドの数値を

記載し、その差を計算（注１）することにより評価できるよう検討すること。または、

他の適切な評価指標等に見直すこと。 

（注１）計算の例 
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①基準年の値が 100 であり、トレンドでは評価対象年度に 200 まで増加すると見込まれると

ころ、その増加を 150 に抑制するという目標値を設定したが、実績値が 180 であった場合 

（180－200）／（150－200）＝0.4 ⇒進捗率 40% 

 

②基準年の値が 200 であり、トレンドでは評価対象年度に 100 まで減少すると見込まれると

ころ、その減少を 150 に抑制するという目標値を設定したが、実績値が 120 だった場合 

（120－100）／（150－100）＝0.4 ⇒進捗率 40% 

 

（４）シェアを拡大する評価指標等 

 特区の事業以外の要因の影響を受ける生産額や生産量等のシェアを評価指標等に

設定している場合は、シェアの増減の差を計算（注２）することにより評価できるよ

う検討すること。または、他の適切な評価指標等に見直すこと。 

(注２）計算の例 

基準年のシェアが 2.0%のところ、評価対象年度に 5.0%まで高めるという目標値を設定した

が、①実績値が 4.0%だった場合 

  （4.0－2.0）／（5.0－2.0）＝ 0.67 ⇒進捗率 67% 

 

   ②実績値が 1.8%だった場合 

  （1.8－2.0）／（5.0－2.0）＝－0.07 ⇒進捗率 0% 

 

（５）代替指標・定性評価 

 評価対象年度の実績値を次年度の評価時期までに把握できないため、継続して代替

指標又は定性評価とならざるを得ないことがあらかじめ分かっている場合は、原則と

して他の適切な評価指標等に見直すこと。 

 

（６）その他 

 数値目標については、単年度実績で設定している場合と前年度の実績値を含むいわ

ゆる累積値で設定している場合の２とおりがあるが、単年度の取組に対する評価とし

ては累積値よりも単年度実績のほうが適当であると考えられる場合もあることから、

数値目標を累積値で設定している場合には、その妥当性について、十分に検討するこ

と。 

 

 
3



 

４ 見直しの進め方 

 評価指標等の見直しに当たっては、３の見直しの視点を踏まえ、地方公共団体等が

自主的に行うことを旨とし、地方公共団体等が発案した見直しの考え方について、評

価・調査検討会が助言します。 

 評価指標等の見直し後は、総合特区計画に記載し届出することとします。 

 

５ 見直し後の評価 

 見直し後の評価は、平成 27 年度に行う平成 26 年度評価から実施します。 
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参考２

評価指標（１） （事務局にて該当する評価指標を転記）

数値目標（１） （事務局にて該当する数値目標を転記）

分類 数値目標

報告書該当箇所 評価項目 範囲
判定
（例）

意見

別紙１
■目標に向けた取組の （１）目標に向けた取組の進捗に関する評価

　進捗に関する評価 i)　取組の進捗について

進捗度（％） ①毎年度の数値目標及びその実績値

（事務
局にて
進捗
度％を
転記）

（事務
局にて
進捗度
に応じ
た判定
A～Eを
記載）

各年度の目標設定の考
え方や数値の根拠等

a)　目標設定の考え方及び数値の根拠

目標達成の考え方及び
目標達成に向けた主な
取組、関連事業

b)　各事業の連携による効果

ii)　今後の取組の方向性

進捗状況に係る自己評
価（進捗が遅れている場
合は要因分析）及び次
年度以降の取組の方向
性

A～E

政策課題の類型 グリーン・イノベーション／ライフ・イノベーション／アジア拠点化・国際物流／観光立国・地域活性化（観光等）／観光立国・地域活性化（農林水産業）／まちづくり等

総合特区事後評価に係る採点票（その１）【正・準】　　　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞

申請主体名 （自治体名：事務局にて記入）

申請プロジェクト名 （総合特区申請名称：事務局にて記入）

国際・地域の別 国際／地域

１．専門家評価

＋１～
－1
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参考２

評価指標（３） （事務局にて該当する評価指標を転記）

代替指標（３） （事務局にて該当する代替指標を転記）

分類 代替指標 ※本シートは代替指標が設定されている場合のみ使用。

報告書該当箇所 評価項目 範囲
判定
（例）

意見

別紙１
■目標に向けた取組の （１）目標に向けた取組の進捗に関する評価

　進捗に関する評価
i)　取組の進捗について

進捗度（％） ②代替指標による進捗度測定

（事務
局にて
進捗
度％を
転記）

（事務
局にて
進捗度
に応じ
た判定
A～Eを
記載）

代替指標の考え方
※数値目標の実績に代
えて代替指標を用いる
場合

●設定した代替指標が目標達成に寄与するも
のとなっているか

各年度の目標設定の考
え方や数値の根拠等

a)　目標設定の考え方及び数値の根拠

目標達成の考え方及び
目標達成に向けた主な
取組、関連事業

b)　各事業の連携による効果

ii)　今後の取組の方向性

進捗状況に係る自己評
価（進捗が遅れている場
合は要因分析）及び次
年度以降の取組の方向
性

A～E

政策課題の類型 グリーン・イノベーション／ライフ・イノベーション／アジア拠点化・国際物流／観光立国・地域活性化（観光等）／観光立国・地域活性化（農林水産業）／まちづくり等

総合特区事後評価に係る採点票（その１）【正・準】　　　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞

申請主体名 （自治体名：事務局にて記入）

申請プロジェクト名 （総合特区申請名称：事務局にて記入）

国際・地域の別 国際／地域

１．専門家評価

＋１～
－1
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参考２

評価指標（４） （事務局にて該当する評価指標を転記）

数値目標（４） （事務局にて該当する数値目標を転記）

分類 定性的評価 ※本シートは、当該地方公共団体が定性的評価を行っている場合のみ使用

報告書該当箇所 評価項目 範囲
判定
（例）

意見

別紙１
■目標に向けた取組の

（１）目標に向けた取組の進捗に関する評価

　進捗に関する評価
i)　取組の進捗について

定性的評価
※数値目標の実績に代
えて定性的な評価を用
いる場合

③当初目標に対する取組の定性的評価 A～E

各年度の目標設定の考
え方や数値の根拠等
※定性的評価の場合
は、数値の根拠に代え
て計画の進行管理の方
法等

a)　目標設定の考え方及び計画の進行管理の
方法

目標達成の考え方及び
目標達成に向けた主な
取組、関連事業

b)　各事業の連携による効果

ii)　今後の取組の方向性

進捗状況に係る自己評
価（進捗が遅れている場
合は要因分析）及び次
年度以降の取組の方向
性

A～E

政策課題の類型 グリーン・イノベーション／ライフ・イノベーション／アジア拠点化・国際物流／観光立国・地域活性化（観光等）／観光立国・地域活性化（農林水産業）／まちづくり等

総合特区事後評価に係る採点票（その１）【正・準】　　　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞

申請主体名 （自治体名：事務局にて記入）

申請プロジェクト名 （総合特区申請名称：事務局にて記入）

国際・地域の別 国際／地域

１．専門家評価

＋１～
－1
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参考２

報告書該当箇所 評価項目 範囲
判定
（例）

意見

（２）支援措置の活用と地域独自の取組の状況
別紙２
■規制の特例措置を活
用した事業の実績及び
評価
■国との協議の結果、
現時点で実現可能なこ
とが明らかとなった措置
による事業の実績及び
評価

i)-①　規制の特例措置を活用した事業等の評価 A～E

i)-②　財政・税制・金融支援の活用実績

財政支援の活用実績 A～E

税制支援の活用実績 A～E

金融支援の活用実績 A～E

小計 A～E

別紙４．地域独自の取
組の状況及び自己評価
（地域における財政・税
制・金融上の支援措置、
規制緩和・強化等、体制
強化、関連する民間の
取組等）

ii)　地域独自の取組の状況 A～E

政策課題の類型 グリーン・イノベーション／ライフ・イノベーション／アジア拠点化・国際物流／観光立国・地域活性化（観光等）／観光立国・地域活性化（農林水産業）／まちづくり等

総合特区事後評価に係る採点票（その２）【正・準】　　　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞

申請主体名 （自治体名：事務局にて記入）

申請プロジェクト名 （総合特区申請名称：事務局にて記入）

国際・地域の別 国際／地域

１．専門家評価

別紙３■財政・税制・金
融支援の活用実績及び
自己評価（国の支援措
置に係るもの）
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参考２

報告書該当箇所 評価項目 範囲 判定 意見

（３）総合評価

別紙１・２・３・５それぞれ
の「現地調査時指摘事
項」欄

現地調査時の指摘事項に対する対応状況

別添「（参考）当初設定
した数値目標に対する
実績」

参考（数値目標に対する実績）
※該当する場合

本文７（総合評価）、なら
びに、報告書全体

総合評価
＋１～
－１

１．専門家評価
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総合特別区域の分野別優良事例 

【国際戦略総合特区】 

アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区 

【地域活性化総合特区】 

グ リ ー ン 分 野：あわじ環境未来島特区 

ラ イ フ 分 野：ふじのくに先端医療総合特区 

アジア拠点化分野：さがみロボット産業特区 

観 光 分 野：九州アジア観光アイランド総合特区 

農 林 水 産 分 野：たたらの里山再生特区 

まちづくり分野：健幸長寿社会を創造するスマートウエル 

ネスシティ総合特区 

参考３
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ＭＲＪ完成予想図（三菱航空機㈱提供）

ボーイング７８７

複合材主翼の成形に用いるオート
クレーブ（複合材硬化炉）

胴体パネルの結合
ボーイング787部品の専用輸送機（ボーイング747「ドリームリフター」）
への積み込み（中部国際空港）

目標
アジア最大・最強の航空宇宙産業クラスターを形
成する

○評価・調査検討会の評価結果

Ａ：全体的な取組の進捗、内容及び今後の方向性が著しく優れてい
る

○評価指標・数値目標
・中部地域における航空機・部品の生産高
25年度目標：4,800億円→25年度実績：5,756億円

・名古屋税関管内の航空機類輸出金額
25年度目標：16.7億円→25年度実績：29.3億円

・愛知・岐阜・三重地域における航空宇宙関連
の工場等の新増設件数
25年度までの目標：10件→25年度までの実績：18件

○規制の特例措置等

工場立地法の規制特例を活用して、工場立地に際し、緑地面積を
条例で緩和

○税制の特例措置
設備投資促進税制を用いて、機体製造設備を拡充

○財政支援

総合特区推進調整費を活用して、エアショーへの出展支援を行い、
海外販路を開拓

○金融支援
利子補給金制度を活用し、10法人が生産能力を拡充

※専門家意見

目標を上回って達成し、規制緩和や財政措置の結果、生産能力も増加していることから、
今後の発展が期待できる。

【国際戦略総合特区】 アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区
愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、津島市、安城市、西尾市、犬山市、 常滑市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張
旭市、豊明市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、豊山町、大口町、蟹江町、飛島村、岐阜市、大垣市、関市、美濃市、瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、各務原市、可児市、郡上
市、海津市、笠松町、 垂井町、神戸町、安八町、坂祝町、川辺町、御嵩町、津市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、いなべ市、木曽岬町、飯田市、松川町、高森町、喬木村、豊丘村、浜松市、名古
屋港管理組合

進捗度120%

進捗度175%

進捗度180%

参考３
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目標
○評価・調査検討会の評価結果

Ａ：全体的な取組の進捗、内容及び今後の方向性が著し
く優れている

○評価指標・数値目標

・エネルギー（電力）自給率
25年度目標：16% → 25年度実績：16%

・二酸化炭素排出量（関西電力㈱販売電力量分）

25年度目標：24年度比2.5%削減→ 25年度実績： 24年度
比2.5%削減

・再生可能エネルギー創出量
25年度までの目標：132,162MWh／年→25年度までの実

績： 147,670MWh／年

○規制の特例措置等

　 太陽光発電施設の電力系統の接続（系統連系）に係る
手続の明文化による処理期間の短縮

○財政支援
目標達成に向け、国の補助事業（地域バイオマス産業化

推進事業、地球温暖化対策技術開発・実証研究事業等）を
積極的に活用

○金融支援

「太陽光発電所整備事業」への貸付に対して利子補給金
制度を活用

○地域独自の取組

住宅向け小規模太陽光発電設備や電気自動車の購入を
補助

※専門家意見
エネルギーから農業分野まで幅広い取組みを実施し、財政支援等も得て着実に成

果を上げている。

【地域活性化総合特区（グリーン分野）】 あわじ環境未来島特区
兵庫県、洲本市、南あわじ市、淡路市

生命(いのち)つながる「持続する環境の島」をつくる

淡路島の概要
洲本市、南あわじ市、淡路市の3市で構成

人口：14.4万人 高齢化率：30％（2010年）

面積：596km2（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・東京23区並み）

自給率：エネルギー（電力）7%（08年）、食料104%（09年）

産業：農漁業、観光業、製造業、線香・瓦等

重点地区 淡路市野島

（農と食の人材育成拠点）

重点地区 洲本市五色町

（エネルギーと暮らしの自立）

再生可能エネルギー発電・
クラインガルテン候補地

五色町中心部

高齢者にやさしい持続
交通システムの構築
（電動アシスト３輪
自転車）

パソナチャレンジファーム

淡路島で取り組む意義
1）エネルギーと食料の自給自足が可能

2）世界に向けた情報発信・可視化が容易

3）住民の団結と「環境立島」の取組の蓄積

海外の潮流発電事例

重点地区 南あわじ市沼島

（エネルギーとなりわいの自立）

大規模太陽光発電候補地（例）

試験航行する
プラグインハイブリッド船

洋上風力発電
可能性検討候補地
（洲本市五色沖）

潮流発電可能性検討
候補地（明石海峡）

進捗度112%

進捗度100%

進捗度100%

地域の廃校の再生

参考３
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ボーイング７８７

目標

・革新的ながん診断装置・診断薬の開発によるがん医療
の飛躍的発展
・医療健康産業クラスターの形成による地域企業の活性
化と雇用創出

○評価・調査検討会の評価結果
Ａ：全体的な取組の進捗、内容及び今後の方向性が著し

く優れている

○評価指標・数値目標
・医療関連製品の開発
25年度目標：２件→25年度実績：７件

・医療機器生産金額
25年度目標：3,282億円→25年度実績：3,735億円

○財政支援
総合特区推進調整費を活用して、医療機器等の開発・

参入を支援

○金融支援
利子補給金制度を活用し、地域企業３法人の医療機器

製造への参入、生産拡大の取組を促進

○地域独自の取組
・ 薬事法施行規則の改正により、区域内の工業高等専門
学校が実施する講習の修了をもって同施行規則に定める
要件を満たすことが可能となったことを活用し、同学校に
「医療福祉機器開発工学コース」を設置
・ 県独自の融資制度の創設や新規産業立地事業費補助
等により、生産設備への投資や企業立地を促進

※専門家意見
目標を上回る成果を上げるとともに、人材育成を含め地域一体の取組は高く評価

できる。

【地域活性化総合特区（ライフ分野）】 ふじのくに先端医療総合特区
静岡県

自動車から医療機器へ

全国の医療レベルの向上へ

医療機器等開発システム

ハイパースペク
トルイメージ

静岡がんセンターの先端技術

医療現場の
ニース収集

製品化

革新的な診断装置・診断薬の開発

医療機器の開発、
部品・部材の供給

静岡県産業振興財団
（ファルマバレーセンター）

静岡県
静岡がんセンター

がん診断技術
統合開発センター（仮称）

産学官金連携
東部12市町

商工会議所・商工会

大学等研究機関金融機関

中小企業の
技術力

医療機器開発
臨床試験

マッチングの
拡大

人材の
育成

製品化の
支援

販路拡大

販路開拓

医療画像
診断技術

腫瘍マーカーの
探索

抗体医薬

静岡県東部地域
進捗度350%

進捗度114%

参考３
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ボーイング７８７

目標
生活支援ロボットの実用化を通じた地域の安
全・安心の実現

○評価・調査検討会の評価結果

Ａ：全体的な取組の進捗、内容及び今後の方向性が著し
く優れている

○評価指標・数値目標
・実証実験等の実施件数
25年度目標：10件→25年度実績：16件

・県の企業誘致施策におけるロボット関連
企業の事業所建設計画認定件数
25年度目標：５事業所→25年度実績：７事業所

○規制の特例措置等

現行の道路交通法においても、警察との調整により道
路使用許可に係る許可期間の延長が可能との見解が示さ
れ、連続９日間の道路使用許可の取得により、自動運転車
椅子の実証実験を実施

○財政支援

総合特区推進調整費を活用して生活支援ロボット（パ
ワーアシストハンド等）の実証実験を実施

○地域独自の取組

ロボット関連の７事業所を認定し、県独自の財政・税制・
金融支援を実施

※専門家意見
実証実験や企業誘致で目標を大幅に上回る実績を上げており、更なる展開が期

待できる。

【地域活性化総合特区（アジア拠点化分野）】 さがみロボット産業特区

神奈川県

進捗度160%

進捗度140%

介護・医療
ロボット

災害対応
ロボット

高齢者等向け
生活支援ロボット

Copyright (C)2009 理化学研究所
RTC All Rights Reserved.

さがみ
縦貫道
路

JAXA

神奈川県総合
リハビリテーション

センター

Fujisawa
サスティナブル・
スマートタウン

ビナウォーク

※ それぞれのエリア内に実証
フィールドを設けて実証実験
を行うが、エリアごとにテーマ
を限定せず、連携して様々な
事業を実施していく。

参考３
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ボーイング７８７

○評価・調査検討会の評価結果

Ｂ：全体的な取組の進捗、内容及び今後の方向性が十
分に優れている

○評価指標・数値目標
・アジアを中心とした九州への入国外国人数
25年度目標：130万人→25年度実績：126万人

・九州における年間観光消費額
25年度目標：2.7兆円→25年度実績：2.4兆円

・九州への外国クルーズ客船の延べ寄港者数
25年度目標：18.0万人→25年度実績：10.3万人

○規制の特例措置等
地域活性化総合特別区域通訳案内士制度を活用し、中

国語57名、韓国語26名の特区通訳案内士を育成。中国・
韓国からの観光客に対する受入体制を強化

○地域独自の取組

九州地方知事会と経済４団体でつくる九州地域戦略会議
が、平成25年に「第二期九州観光戦略」を策定。これを契
機に、任意団体であった九州観光推進機構を平成26年に
一般社団法人化し、実行組織としての機能を強化

※専門家意見
特区通訳案内士制度の活用による通訳案内士の育成は、海外観光客の誘致拡大

に資する取組として評価できる。

【地域活性化総合特区（観光分野）】 九州アジア観光アイランド総合特区
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、福岡市、一般社団法人九州観光推進機構

成長するアジアマーケットの観光客を呼び込み、
観光需要の喚起、消費の拡大を通じて、地域経済
の活性化を図る。

目標

エリア：九州全域

クルーズ客船受入環境の整備
（博多港，長崎港，八代港，別府港，鹿児島港等）

クルーズアイランド九州の推進

九州オルレ
（済州島発トレッキング）

近代産業遺産群

ニューツーリズムの拡大

アジアからの観光客誘致の促進
進捗度97%

進捗度89%

進捗度57%

参考３
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ボーイング７８７

目標
里山の未利用資源を地域・市民総がかりで最大
限活用する持続可能な地域づくり

○評価・調査検討会の評価結果

Ａ：全体的な取組の進捗、内容及び今後の方向性が著し
く優れている

○評価指標・数値目標
・新たな雇用者数
25年度目標：40人→25年度実績：99人

・まちづくり活動に参画する市民の割合
25年度目標：72.0％→25年度実績：69.6％

・里山放牧面積
25年度目標：138ha→25年度実績：143ha

○規制の特例措置等

農地取得に係る下限面積を引き下げる場合の要件（農
地法施行規則）を明確化し、ＵＩターン者の受入れを促進

○財政支援

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用し、市民
の活動拠点となる交流施設を整備

○金融支援

利子補給金制度を活用し、高性能林業機械や木材乾燥
機械を導入

○地域独自の取組

地域づくり活動等交付金により、コミュニティビジネスに
取り組む組織を支援

※専門家意見
里山の地域資源を活用した多様な取組が成果を上げている。

【地域活性化総合特区（農林水産分野）】 たたらの里山再生特区

島根県雲南市

我が国の共通課題（食料、環境、エネルギー、中山間地対策）の解決

【里山放牧】

【スパイスプロジェクト】

【再生可能エネルギー
事業】

【コミュニティ活動】
（農家レストラン）（田舎暮らし体験）

映画「もののけ姫」の舞台となり、「たたら製鉄」により隆盛を図った
雲南市から、“たたら” に代わる新たな里山活用による地域力向上
モデルを提案する。

進捗度248%

進捗度97%

進捗度104%

参考３

7



福島県伊達市

●
●●

新潟県新潟市

新潟県三条市

新潟県見附市

●

大阪府 高石市

●

岐阜県 岐阜市

●
兵庫県豊岡市

●

ボーイング７８７

目標
自律的に「歩く」を基本とする「健幸」なまち
（スマートウェルネスシティ）を構築し、持続可
能な先進的予防型社会を創る

○評価・調査検討会の評価結果

Ａ：全体的な取組の進捗、内容及び今後の方向性が著し
く優れている

○評価指標・数値目標
・総合評価指標としての「健幸度」の開発
25年度目標：3.7点→25年度実績：3.9点

・地域住民における1日の歩行数
（1日平均9,000歩達成者の人数比率の向上）
25年度目標：26.3％→25年度実績：30.4%

・日常の主移動手段
（徒歩、公共交通機関等利用者の人数比率の向上）
都市圏 25年度目標： 34.2%→25年度実績：36.3%
非都市圏 25年度目標： 22.7%→25年度実績：32.4%

○規制の特例措置等

・ライジングボラード（自動昇降式車止）による車両の通行
制限について国土交通省より現行の道路交通法で対応
可能との見解を受け、新潟市に設置し、社会実験を開始

○財政支援

・総合特区推進調整費を活用し、健康無関心層に対するイ
ンセンティブ制度（健康ポイント制度）の制度設計等を実
施

※専門家意見
先行的な取組が参加自治体間で共有され、横展開されてきている。

【地域活性化総合特区（まちづくり分野）】 健幸長寿社会を創造するスマートウエルネスシティ総合特区
新潟県見附市、福島県伊達市、新潟県新潟市、三条市、岐阜県岐阜市、大阪府高石市、兵庫県豊岡市、

千葉県浦安市、栃木県大田原市、岡山県岡山市、筑波大学、株式会社つくばウエルネスリサーチ

【スマートウエルネスシティのゴールイメージ】

進捗度105%

進捗度116%

進捗度125%

岡山県岡山市

千葉県浦安市

栃木県大田原市

参考３
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